
墨田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 
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   墨田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 

 墨田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１７年墨田区条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条中「から第７項まで」及び「（特別区人事委員会規則（以下「人事委員会規

則」という。）で定める職員を除く。）」を削る。 

 第５条（見出しを含む。）中「人事委員会規則」を「特別区人事委員会規則」に改

める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第４条の規定は、令和３年４月１日以後に任期を定めて採用される職員 

について適用し、同日前に任期を定めて採用された職員については、なお従前の例

による。 

 


